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証券コード 5282
2020年６月10日

株 主 各 位
東京都文京区小石川一丁目28番１号

代表取締役社長 端 山 真 吾

第51回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　なお、新型コロナウイルス感染防止策は種々実施する予定ではございますが、書面によって議
決権を行使することも可能でございますので、その際には、お手数ながら後記の株主総会参考書
類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年６
月24日（水曜日）午後５時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げま
す。

敬 具
記

１．日 時 2020年６月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都文京区小石川一丁目28番１号

小石川桜ビル ６階 当社本社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項　１. 第51期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）事業報告、連結計算

書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　２. 第51期（自2019年４月１日 至2020年３月31日）計算書類報告の件
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決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役９名選任の件
第３号議案 監査役２名選任の件
第４号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ
うお願い申し上げます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類
の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット
上の当社ウェブサイト（https://www.geostr.co.jp）に掲載しておりますので、本招集ご通
知の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連
結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報告の作成に際し
て監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インタ
ーネット上の当社ウェブサイト（https://www.geostr.co.jp）に掲載させていただきます。

【株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応のお願い】
■当日は、役員及び事務局スタッフはマスクを着用させていただきます。
■ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用にご協力をお願いいたします。
■株主総会の議決権行使は、ご出席いただくほかに書面による方法もございますので、そちらの
ご利用も是非ご検討ください。
■ご高齢の株主様や基礎疾患がある株主様、妊娠されている株主様、体調のすぐれない株主様に
おかれましては、くれぐれもご無理をなさらず、株主総会へのご出席を見合わせることもご検
討ください。

以上、時節柄、株主の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
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　（添付書類）
事 業 報 告
（自
至

2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

１．企業集団の現況に関する事項
　（1）当連結会計年度の事業の状況
　 ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、第３四半期までは、消費税率引上げにより弱含
みの懸念があったものの横ばい圏で推移してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影
響により、景気は年度末にかけて急速に悪化しました。個人消費及び鉱工業生産は、いず
れも急速に減少しており、堅調に推移してきた設備投資も不透明感が強くなっておりま
す。今後の先行きについては、極めて厳しい状況が続くと見込まれ、新型コロナウイルス
感染症が内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要があります。
　当社グループの属する土木業界につきましては、建設技能労働者及び輸送従事労働者の
不足傾向はあるものの、公共投資は底堅く推移しており、先行きについても関連予算の執
行による効果が期待されています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顧
客において工事が中断されるなど、今後については予断を許さない状況となりつつありま
す。
　このような状況下、当社グループは、国内においては大型セグメントに留まらず中小セ
グメント、土木製品等の新規受注ならびに生産の積み増しに努めると共に、徹底した原価
低減を行い収益力向上に努めてまいりました。特にリニア中央新幹線の第一首都圏トンネ
ル（北品川工区）で使用するRCセグメントについては、工事の施工会社から2018年度に
受注し、2019年度７月より生産を開始しました。一方、海外においてはシンガポールの
セグメント需要を捕捉すべく連結子会社のGEOSTR-RV PTE. LTD.を設立し、現地生産化
を進めながら事業展開を図ってまいりましたが、近年のシンガポールセグメント市場の需
給環境悪化を受けて事業採算性が悪化し、今後も大幅な回復は困難と思われることを踏ま
え、選択と集中の観点から、同社の株式のすべてを合弁相手先であるRobin Village
International Pte. Ltd.に譲渡いたしました。
　以上の結果、当連結会計年度の業績は、当期が大型物件の端境期であり、加えて一部翌
期へずれ込んだことも含め大型物件の生産･売上が減少したこと、能力増強を行った他社
との競争が激化したこと等の影響により、売上高278億32百万円（前連結会計年度比
18.8％減）、営業利益14億３百万円（前連結会計年度比60.0％減）、経常利益14億13百
万円（前連結会計年度比59.7％減）と減収減益となりました。親会社株主に帰属する当
期純利益は、特別損失に計上した連結子会社事業譲渡による関係会社事業損失５億69百
万円の影響等により５億28百万円（前連結会計年度比73.9％減）となりました。
　なお、当社の事業は土木事業単一であるため、事業区分別売上高及び営業の状況は記載
を省略しております。
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　 ② 設備投資の状況
　当連結会計年度中に実施した当社グループの設備投資の総額は、７億84百万円となり
ました。当社東松山工場のプロジェクト対応による設備投資が主なものであります。

　 ③ 資金調達の状況
　当連結会計年度においては、海外子会社株式譲渡により短期借入金９億70百万円が減
少したことが主なものであります。

　（2）財産及び損益の状況

区 分 2016年度
【第48期】

2017年度
【第49期】

2018年度
【第50期】

2019年度
【第51期】

（当連結会計年度）
受 注 高（百万円） 43,152 31,097 41,219 41,010
売 上 高（百万円） 31,044 33,640 34,266 27,832
経 常 利 益（百万円） 2,812 3,387 3,507 1,413

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 1,943 2,198 2,022 528

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 （円） 62.13 70.28 64.65 16.89
総 資 産（百万円） 31,558 33,832 32,966 30,148
純 資 産（百万円） 16,451 18,368 19,541 19,569
１ 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 525.89 585.99 632.19 625.51
(注） 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第50期の期首から適用してお

り、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。
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　（3）重要な親会社及び子会社の状況
　 ① 親会社の状況

　当社の親会社は日本製鉄株式会社で、同社は当社の株式13,233千株（間接所有504千
株を含む。議決権比率42.3％）を保有しております。
　当社は親会社より合成セグメント等の生産を委託され、これを納入しております。

　 ②親会社等との間の取引に関する事項
　当社は、親会社等との取引に関しては、市場等の客観的な情報をもとに、合理的な判断
に基づき公正且つ適正に取引条件を決定し、一般的な取引条件と同様な決定がなされてお
り、非支配株主に不利益を与えることがないよう、適切に対応しております。
　また、当社は、その事業活動や経営判断において自主経営を行っており、事業運営面に
おいての独立性を確保しており、当社取締役会としては、当該取引は当社の利益を害さな
いものと判断しております。

　 ③重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

ジオファクト株式会社 30 100.0 コンクリート製品の製造、金属加工、
鋼構造物工事

（注）子会社であったGEOSTR-RV PTE.LTD.及び同社子会社であるGEOSTR RV (M) SDN.BHD.は2019年8
月 5日付で当社が所有するGEOSTR-RV PTE.LTD. 全株式を合弁相手先であるRobin Village
International Pte.Ltd.に譲渡したことにより、連結子会社ではなくなりました。

　 ④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当事項はありません。
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　（4）対処すべき課題
　当社グループの属する土木業界につきましては、建設技能労働者及び輸送従事労働者は依
然不足傾向にあるものの、公共投資は底堅く推移しており、先行きについても関連予算の執
行による効果が期待されています。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、顧客
において工事が中断されるなど、今後については予断を許さない状況となりつつあります。
　このような状況下、全社員・グループ会社が一丸となり以下の重点課題に取り組んでまい
ります。

　 ① 収益力向上に向けた取り組み
　当社グループの収益の柱であるセグメント製品につきましてはトップメーカーとして、
リニア中央新幹線等の大型セグメントに留まらず中小セグメントを確実に受注し、土木製
品につきましても営業力強化により受注拡大を図ります。また、技術指標改善、調達改革
など徹底した原価低減施策を実行し収益力向上に努めてまいります。

　 ② 新規商品の開発・技術提案力の強化
　公共工事予算が増加している防災・減災分野を中心に新規分野開拓に向け、市場ニーズ
に基づく商品のブラッシュアップとコンクリートと鉄のハイブリッド建材を中心とした差
別化製品の開発を行い、土木製品の市場開拓強化を図ってまいります。同時に当社が得意
とする大型・特殊製品の設計織り込みを可能とする技術提案力の強化に取り組んでまいり
ます。

　 ③ 働き方改革への取り組み
　業務効率化とシステム化、人材開発による社員の能力向上を通じ生産性向上を図り、労
働時間をより適正化する真の働き方改革に取り組みます。

　ジオスターグループは「人の満足を支えること」を使命とし、国民の生活向上に向けた
インフラ整備の一翼の担い手として、社会から信頼される企業グループであり続けるよう
努めてまいります。
　なお、当社は新型コロナウイルス感染症の拡大については、直接的な影響を受けにくい
業種でありますが、社会経済全体での収縮というこれまで経験のない事態が生じており、
その影響をいずれ受けると想定されます。つきましては、常にリスクを事前に想定しなが
ら、状況に応じた迅速な対応を行っていきたいと考えております。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援をお願い申し上げます。
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　（5）主要な事業内容（2020年３月31日現在）
　土木用コンクリート・金属製品の製造販売並びに工事の請負を主な内容としており、主要
取扱製品は、次のとおりであります。
事 業 区 分 製 品 系 列 製 品 名 用 途

土 木 事 業

セ グ メ ン ト
Ｒ Ｃ セ グ メ ン ト
スチールセグメント
合 成 セ グ メ ン ト

地下鉄道、地下道路、地下河川、上下水道、共
同溝等

Ｒ Ｃ 土 木

コ ン ク リ ー ト 矢 板 排水路護岸、河川護岸、宅地造成の土留壁等

コンクリートスラブ 桟橋部材、水路蓋、橋梁等
ボックスカルバート
ア ー チ カ ル バ ー ト
Ｌ 型 部 材
共同溝（ＰＣ、ＲＣ）
防 潮 堤

下水道、用排水路、共同溝、地下貯留施設等

モ ジ ュ ラ ー チ
ジオウエアボックス アンダーパス道路及び水路等

工 事 そ の 他 ――― 鋼材加工製品及び上記附帯工事

　（6）主要な営業所及び工場（2020年３月31日現在）
　 ① 当社

ジ オ ス タ ー 株 式 会 社

本 社 東京都文京区小石川一丁目28番１号

支 店 仙台支店（宮城県仙台市）、名古屋支店（愛知県名古屋市）、大阪支店
（大阪府大阪市）、九州支店（福岡県福岡市）

工 場
東松山工場（埼玉県東松山市）、茨城工場（茨城県稲敷市）、君津事業所
（千葉県君津市）、金谷工場（静岡県島田市）、橋本工場（和歌山県橋本
市）、福岡工場（福岡県飯塚市）

　 ② 子会社

ジオファクト株式会社

本 社 埼玉県東松山市

事業所
東松山事業所（埼玉県東松山市）、金谷事業所（静岡県島田市）、橋本事
業所（和歌山県橋本市）、和歌山事業所（和歌山県和歌山市）、福岡事業
所（福岡県飯塚市）、和泉事業所（千葉県千葉市）
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　（7）使用人の状況（2020年３月31日現在）
　 ① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

565（0）名 △62（△18）名

（注）１．使用人数が前連結会計年度末と比べ減少しておりますが、主な要因は、2019年8月5日付で当社が
所有するGEOSTR-RV PTE.LTD.の全株式を合弁相手先であるRobin Village International
Pte.LTD.に譲渡したことにより、GEOSTR-RV PTE.LTD.及び同社子会社であるGEOSTR RV (M)
SDN.BHD.が当社の子会社でなくなったことによるものであります。

２．使用人数は就業員数であり、臨時社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　 ② 当社の使用人の状況
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

302（0）名 △10（0）名 45.4歳 15.4年

（注） 使用人数は就業員数であり、臨時社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

　（8）主要な借入先の状況（2020年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 800百万円

株 式 会 社 福 岡 銀 行 200百万円

　（9）その他企業集団の現況に関する重要な事項
　 該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（2020年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 56,800,000株
（2）発行済株式の総数 31,530,000株（自己株式 245,033株を含む）
（3）株主数 4,160名
（4）大株主（上位10名）
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日 本 製 鉄 株 式 会 社 12,729千株 40.7％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,577 5.0

阪 和 興 業 株 式 会 社 1,511 4.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,348 4.3

日 鉄 物 産 株 式 会 社 838 2.7

エ ム エ ム 建 材 株 式 会 社 750 2.4

榊 原 三 郎 500 1.6

K I A F U N D 1 3 6 432 1.4

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 429 1.4

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 286 0.9

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項
　 該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
　（1）取締役及び監査役の状況（2020年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役社長 端 山 真 吾

取 締 役 藤 原 知 貴 常務執行役員経営管理本部長同本部経営企画チームリーダー事務取扱

取 締 役 藤 野 豊 常務執行役員技術統括本部長

取 締 役 河 野 定 常務執行役員営業統括本部長

取 締 役 森 石 信 也 執行役員営業統括副本部長（支店統括）

取 締 役 真 辺 純 裕 執行役員経営管理副本部長同本部情報通信システムチームリーダー事務取扱

取 締 役 堀 田 穣 日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部長

取 締 役 土 岐 敦 司 株式会社丸山製作所社外取締役監査等委員
味の素株式会社社外監査役

取 締 役 高 木 一 美

常 勤 監 査 役 橋 本 昌 樹

監 査 役 赤 尾 賢 明 日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部土木建材・加工室長

監 査 役 川野輪 政 浩 株式会社熊谷組管理本部副本部長兼財務部長

監 査 役 石 川 敦

（注）１．取締役土岐敦司氏及び取締役高木一美氏は、社外取締役であります。
２．監査役川野輪政浩氏及び監査役石川敦氏は、社外監査役であります。
３．監査役川野輪政浩氏は、長年にわたり株式会社熊谷組経理部門で経理業務の経験を重ねてきており、
財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

４．監査役石川敦氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を
有しております。

５．当社は土岐敦司氏、高木一美氏、川野輪政浩氏及び石川敦氏を株式会社東京証券取引所の定めに基
づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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　（2）事業年度中に退任した取締役
氏 名 退 任 日 退 任 事 由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

河 原 繁 夫 2019年６月26日 任 期 満 了 取締役社長付

平 川 高 之 2019年６月26日 任 期 満 了 取締役社長付

　（3）責任限定契約の内容の概要
　取締役堀田穣氏、土岐敦司氏、高木一美氏、監査役橋本昌樹氏、赤尾賢明氏、川野輪政浩
氏、及び石川敦氏は当社と会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損
害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

　（4）取締役及び監査役の報酬等
　 当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 支 給 人 員 報酬等の額

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

10名
（ 2名）

92,700千円
（9,600 ）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

3名
（ 2名）

27,272千円
（9,600）

合 計 　 13名 119,972千円

（注）１．上記には、2019年６月26日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名を含
んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第47回定時株主総会において年額260百万円以内
（うち社外取締役分は年額20百万円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいてお
ります。

４．監査役の報酬限度額は、2016年６月28日開催の第47回定時株主総会において年額50百万円以内と
決議いただいております。

５．上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員退職慰労金の繰入額20,582千円（取締役8名に
対し18,432千円、監査役1名に対し2,150千円）が含まれております。

６．上記報酬等の額のほか、2019年６月26日開催の第50回定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労
金を退任取締役２名に対して22,842千円支給しております。

７．上記報酬等の額のほか、社外役員が当社親会社の子会社から役員として受けた報酬額は4,800千円で
す。
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　（5）社外役員に関する事項
① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・監査役川野輪政浩氏は、株式会社熊谷組の管理本部副本部長兼財務部長を兼職してお
ります。
・当社は、監査役川野輪政浩氏の兼職先である株式会社熊谷組との間に製品販売等の取
引関係があります。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
・取締役土岐敦司氏は、株式会社丸山製作所の社外取締役監査等委員並びに味の素株式
会社の社外監査役を兼職しております。
・当社は、取締役土岐敦司氏の兼職先である株式会社丸山製作所並びに味の素株式会社
との間に特別な関係はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 土 岐 敦 司 当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回出席し、議案審議
等に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 高 木 一 美 当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席し、議案審議等に
必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 川野輪 政 浩 当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回、監査役会14回
全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 石 川 敦 当事業年度に開催された取締役会15回、監査役会14回全てに出席
し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
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５．会計監査人に関する事項
　（1）名称
　 有限責任 あずさ監査法人

　（2）報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 25,000千円

（注）１．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行
状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、会計監査人の報酬等の額は妥当であると判断
し、会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査
の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報
酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

　
　（3）非監査業務の内容
　 該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の
職務執行に関する公正さの確保が困難と認められる事情が判明し、当該会計監査人による監
査の継続が不適当であると判断される場合には、会社法第344条第１項及び第３項に準じ
て、当該会計監査人の解任又は不再任ならびに新たな会計監査人を選任する議案に関する監
査役会の決定を受け、株主総会に提出する方針としております。
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６．業務の適正を確保するための体制
当社は、2015年４月24日開催の取締役会において会社法第362条及び会社法施行規則第
100条に基づき、内部統制システムの基本方針を決議し、2020年３月27日開催の取締役会
にて一部改定いたしました。
その内容は下記のとおりとなっております。

　［内部統制システムについての基本的な考え方］
　当社は、「ジオスター企業理念・行動指針」に基づき、企業価値の継続的な向上を図りつ
つ、社会から信頼される企業の実現を目指す。また、関連法規を遵守し、財務報告の信頼性
と業務の有効性・効率性を確保するため、以下のとおり内部統制システムを整備し、適切に
運用するとともに、企業統治を一層強化する観点から、その継続的改善に努める。

　（1）当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行
い、または報告を受ける。
　業務を執行する取締役（「業務執行取締役」）は、取締役会における決定に基づき、各々の
業務分担に応じて職務執行を行い、使用人の職務執行を監督するとともに、その状況を取締
役会に報告する。

　（2）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、情報管理に関す
る規程に基づき、管理責任者の明確化、守秘区分の設定等を行った上で、適切に保管する。
　また、経営計画、財務情報等の重要な企業情報について、法令等に定める方法のほか、適
時・的確な開示に努める。

　（3）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　各本部長及び事業部長は、自部門における事業上のリスクの把握・評価を行い、組織規
程・業務分掌規程において定められた権限・責任に基づき業務を遂行する。
　安全衛生、環境・防災、情報管理、知的財産、品質管理、財務報告の信頼性等に関する各
リスクについては、当該担当部門（各機能部門）が全社横断的観点から規程等を整備し、各
本部及び事業部に周知するとともに、各本部及び事業部におけるリスク管理状況をモニタリ
ング等を通じて把握・評価し、指導・助言を行う。
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　経営に重大な影響を与える事故・災害・コンプライアンス問題等が発生した場合、業務執
行取締役は、損害・影響等を最小限にとどめるため、「危機管理本部」等を直ちに招集し、
必要な対応を行う。

　（4）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　経営計画・事業戦略や設備投資・投融資等の重要な個別執行事項については、経営会議等
の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。
　取締役会等での決定に基づく業務執行は、各業務執行取締役、各執行役員、各本部長及び
事業部長等が遂行する。

　（5）当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを構築・整備する。
　本部長及び事業部長は、各組織の自律的内部統制システムを整備するとともに、法令及び
規程の遵守・徹底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努める。また、法令及び規程
遵守のための定期的な講習会の実施やマニュアルの作成・配付等、社員に対する教育体制を
整備・充実し、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合、すみやかに経営管理本
部長及び内部監査室長に報告する。
　内部監査室長は、社全体の内部統制システムの整備・運用状況を確認し、各本部及び事業
部における法令及び規程遵守状況を把握・評価し、経営管理本部長と共有する。さらに、こ
れらの内容についてはリスクマネジメント委員会に報告するとともに、重要事項について
は、経営会議及び取締役会に報告する。
　経営管理本部長は、法令・規程違反の防止策に関し関係部門と協議し、必要な措置を講じ
る。さらに、業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置・運
用する。
　社員は、法令及び規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負う。法令違反行為等を行った
社員については、就業規則に基づき懲戒処分を行う。

　（6）当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための
体制
　当社及びグループ会社は、「ジオスター企業理念・行動指針」に基づき、各社の事業特性
を踏まえつつ、事業戦略を共有し、グループ一体となった経営を行うとともに、業務運営方
針等を社員に対し周知・徹底する。
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　当社は、グループ会社の管理に関して関係会社管理規程において基本的なルールを定め、
その適切な運用を図る。グループ会社は、自律的内部統制を基本とした内部統制システムを
構築・整備するとともに、当社との情報の共有化等を行い、内部統制に関する施策の充実を
図る。経営管理本部は子会社主管部門として、グループ会社の内部統制の状況を確認すると
ともに、必要に応じ改善のための支援を行う。
　経営管理本部長、内部監査室長は、各機能部門と連携し、当社グループ全体の内部統制の
状況を把握・評価する。経営管理本部長は、これに基づきグループ会社に対し、指導・助言
を行う。
　具体的な体制は以下のとおりとする。
イ．グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　経営管理本部は、グループ会社における事業計画、重要な事業方針、決算等、当社の連
結経営上またはグループ会社の経営上の重要事項について、グループ会社に対し報告を求
めるとともに、助言等を行う。
ロ．グループ会社の損失の危険に関する規程その他の体制
　経営管理本部は、グループ会社におけるリスク管理状況につき、グループ会社に対し報
告を求めるとともに、助言等を行う。
ハ．グループ会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　経営管理本部は、グループ会社の業績評価を行うとともに、マネジメントに関する支援
を行う。

ニ．グループ会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制

　経営管理本部は、グループ会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況につ
き、グループ会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言等を行う。また、グル
ープ会社における法令違反のおそれのある行為・事実について、グループ会社に対し報告
を求めるとともに、すみやかに内部監査室長に報告する。
　当社の親会社との契約・取引条件は、その他顧客との取引における契約条件や市場価格
を参考に合理的に決定する。

　（7）監査役の監査に関する事項
　当社の取締役、執行役員、本部長、事業部長及びその他の使用人等は、職務執行の状況、
経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役
会に直接または内部監査室等当社関係部門を通じて報告するとともに、内部統制システムの
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運用状況等の経営上の重要事項についても、取締役会、経営会議、リスクマネジメント委員
会等において報告し、監査役と情報を共有する。
　グループ会社の取締役、監査役、使用人等はグループ会社における職務執行の状況、経営
に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切に当社の監査役または監査
役会に直接または内部監査室等当社関係部門を通じて報告する。
　当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、報告したこと
を理由とする不利な取扱いを行わない。
　内部監査室長は、監査役と定期的にまたは必要の都度、内部統制システムの運用状況等に
関する意見交換を行う等、連携を図る。
　経営管理本部長は、内部通報制度の運用状況について監査役に報告する。
　監査役からの求めに応じて、監査役の職務を補助するため使用人を配置する。当該使用人
の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人は監査役の指示の下で業務を行う。当該
使用人の人事異動・評価等について、経営管理本部長は監査役と協議する。
　当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上する。また、監査役が緊急ま
たは臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請求に応じる。

　［反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方］
　当社グループは、反社会的勢力からの不当要求に対しては毅然とした態度で臨み、同勢力
からの不当要求を断固として拒絶することを基本方針とする。
　反社会的勢力による不当要求への対応を統括する部署は経営管理本部総務チームとし、当
該部署は平素から反社会的勢力に関する情報収集・管理を行う。また、不当要求防止責任者
を選任しており、警察等外部専門機関、顧問弁護士との緊密な連携関係を構築するととも
に、緊急時の指導、相談、援助体制を整えている。
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７．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　（1）運用体制
　当社グループにおける内部統制システムの運用体制として、内部統制企画を担当する総務
チーム（１名）、内部監査を担当する内部監査室（専任１名、兼務１名）、及び当社各部門・
グループ会社における自律的内部統制活動の企画・推進を担当するモニタリング推進者
（27名）を配置しております。
　この体制の下、内部監査室、各部門・グループ会社が連携し、以下のとおり内部統制シス
テムの運用を行っております。

　（2）具体的な運用状況
　 ① 内部統制計画
　法令改正や経営環境変化等を踏まえ、３月に当社グループ全体の内部統制計画及び社内監
査関係業務スケジュールを策定しております。この計画には年度運営方針、安全・衛生・環
境・防災・品質等の機能別計画、内部監査計画及び教育計画が含まれております。

　 ② 自律的内部統制活動
　内部統制計画に従い、当社各部門・グループ会社が業務の特性と内在するリスクを踏ま
え、自律的に内部統制活動を実施しております。具体的には、社内規程・マニュアル等の整
備・教育、自主点検・第三者モニタリングの実行、及びその結果を踏まえた業務の改善等を
行います。
　事故・災害及び法令違反のおそれのある事実等が発生した場合、当該部門・グループ会社
は直ちに経営管理本部長及び内部監査室長に報告するとともに、関係部門と連携し、再発防
止策等の是正措置を講じております。また、これらの事例は、当社グループ内で共有化する
とともに、各部門・グループ会社において類似リスクの点検を実施しております。

　 ③ 内部監査等
　内部監査については、内部統制チェックリスト等の書面による内部統制状況の確認のほ
か、当社各部門・グループ会社へのモニタリング等を内部監査室が実施しております。
　また、内部統制を補完する施策として、当社・グループ会社の社員及びその家族、取引先
社員等を対象とした内部通報・相談窓口を設置・運用するとともに、当社において、社員意
識調査アンケートを実施しております。
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　 ④ 評価・改善
　内部統制システムの運用状況については、四半期毎に開催するリスクマネジメント委員会
及び経営会議に報告を行い、各部門・グループ会社とも共有しております。
　また、各年度の内部統制システムの有効性評価については、内部統制活動の実施状況や内
部監査の結果等に基づき、年度末時点における評価結果を取りまとめた上で、リスクマネジ
メント委員会、経営会議及び取締役会に報告しております。
　これらの評価結果に基づき、内部統制システムの有効性向上に資する改善策を策定し、内
部統制計画に反映しております。

　 ⑤ 教育・啓発
　人材育成計画における階層・職種別教育に内部統制に関する講座を設定し、当社及びグル
ープ会社役職員の教育を実施しております。また、経営管理本部・内部監査室と各部門・グ
ループ会社との対話を通じた内部統制の考え方や職場風土の改善等に関する啓発にも積極的
に取り組んでおります。

　 ⑥ 監査役・会計監査人との連携
　内部監査室は、監査役と毎月連絡会を実施し、情報共有と連携に努めるとともに、リスク
マネジメント委員会において報告及び意見交換を行っております。会計監査人との間ではリ
スクマネジメント委員会の運営状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的
及び必要の都度、報告及び意見交換を行っております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
預 け 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

20,590,066
748,894
1,017,145
7,086,584
5,214,642
1,010,656
2,152,995
2,754,980
324,982
279,766
△581

9,558,529
8,276,004
1,996,300
1,751,880
4,274,332
22,244
25,838
205,408
164,663
164,663
1,117,861
762,960
256,201
108,338
△9,638

流 動 負 債
支 払 手 形 及 び 買 掛 金
短 期 借 入 金
前 受 金
リ ー ス 債 務
未 払 消 費 税 等
未 払 金
賞 与 引 当 金
受 注 損 失 引 当 金
訴 訟 損 失 引 当 金
そ の 他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
リ ー ス 債 務
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
退 職 給 付 に 係 る 負 債
資 産 除 去 債 務
そ の 他

9,043,176
4,381,232
150,000
1,423,968

9,695
14,659

2,342,856
467,659
141,626
29,200
82,278

1,536,221
1,100,000
14,603
98,487
232,807
89,323
1,000

負 債 合 計 10,579,398
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
退職給付に係る調整累計額

19,449,930
3,352,250
4,384,580
11,741,770
△28,670
119,267
188,561
△69,294

純 資 産 合 計 19,569,198
資 産 合 計 30,148,596 負 債 純 資 産 合 計 30,148,596
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連 結 損 益 計 算 書
（自
至

2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 27,832,989
売 上 原 価 23,251,338
売 上 総 利 益 4,581,651
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,178,123
営 業 利 益 1,403,528

営 業 外 収 益 30,668
受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,445
そ の 他 16,223

営 業 外 費 用 20,380
支 払 利 息 16,110
そ の 他 4,270
経 常 利 益 1,413,816

特 別 利 益 14,389
投 資 有 価 証 券 売 却 益 7,904
受 取 保 険 金 6,101
固 定 資 産 売 却 益 383

特 別 損 失 655,724
関 係 会 社 事 業 損 失 569,581
固 定 資 産 除 売 却 損 40,819
訴 訟 関 連 損 失 31,391
災 害 に よ る 損 失 11,381
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 2,550
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 772,481
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 281,884
法 人 税 等 調 整 額 △4,458
当 期 純 利 益 495,055
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △33,286
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 528,342
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連結株主資本等変動計算書
（自
至

2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2019年４月１日 残高 3,352,250 4,384,580 11,667,060 △28,670 19,375,220

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △453,632 △453,632

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 528,342 528,342

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 74,710 － 74,710

2020年３月31日 残高 3,352,250 4,384,580 11,741,770 △28,670 19,449,930

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
為 替 換 算
調 整 勘 定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

2019年４月１日 残高 553,902 △47,906 △103,266 402,728 △236,443 19,541,505

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △453,632

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 528,342

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △365,340 47,906 33,972 △283,461 236,443 △47,018

連結会計年度中の変動額合計 △365,340 47,906 33,972 △283,461 236,443 27,692

2020年３月31日 残高 188,561 － △69,294 119,267 － 19,569,198
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貸 借 対 照 表
（2020年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
預 け 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品
製 品
原 材 料
仕 掛 品
貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金
固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

19,973,192
319,525
1,017,145
549,662
6,442,460
27,762

5,233,627
688,069
981,587
1,452,670
99,533

2,695,325
289,617
176,785
△581

9,109,484
7,330,460
1,066,884
899,818
1,716,543
14,765
201,050
3,384,308
25,838
21,251
155,965
80,609
58,921
16,434

1,623,058
756,160
159,700
46,760
3,798

608,662
57,615
△9,638

流 動 負 債
支 払 手 形
買 掛 金
短 期 借 入 金
未 払 金
前 受 金
預 り 金
賞 与 引 当 金
受 注 損 失 引 当 金
訴 訟 損 失 引 当 金
そ の 他
固 定 負 債
長 期 借 入 金
退 職 給 付 引 当 金
役 員 退 職 慰 労 引 当 金
資 産 除 去 債 務
そ の 他

9,028,553
896,496
3,435,244
150,000
2,377,208
1,423,968
167,882
363,358
141,626
4,200
68,567

1,411,140
1,100,000
117,964
96,260
81,396
15,519

負 債 合 計 10,439,694
純 資 産 の 部

株 主 資 本
資 本 金
資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金
そ の 他 資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
そ の 他 利 益 剰 余 金
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金
別 途 積 立 金
繰 越 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
評 価 ・ 換 算 差 額 等
その他有価証券評価差額金

18,303,465
3,352,250
4,384,580
2,868,896
1,515,683
10,685,062
169,115

10,515,947
23,494

3,900,000
6,592,452
△118,427
339,517
339,517

純 資 産 合 計 18,642,982
資 産 合 計 29,082,676 負 債 純 資 産 合 計 29,082,676
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損 益 計 算 書
（自
至

2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 27,084,308
売 上 原 価 22,765,238
売 上 総 利 益 4,319,069
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,855,266
営 業 利 益 1,463,803

営 業 外 収 益 30,999
受 取 利 息 及 び 配 当 金 14,144
そ の 他 16,854

営 業 外 費 用 7,915
支 払 利 息 5,757
そ の 他 2,158
経 常 利 益 1,486,886

特 別 利 益 10,576
投 資 有 価 証 券 売 却 益 9,954
固 定 資 産 売 却 益 622

特 別 損 失 634,497
関 係 会 社 事 業 損 失 588,978
固 定 資 産 除 売 却 損 38,439
訴 訟 関 連 損 失 4,529
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損 2,550
税 引 前 当 期 純 利 益 862,965
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 275,774
法 人 税 等 調 整 額 42,214
当 期 純 利 益 544,977
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株主資本等変動計算書
（自
至

2019
2020

年
年
４
３
月
月
１
31
日
日）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資本剰余金

資本剰余金
合 計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益

剰 余 金

2019年４月１日 残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 24,255 3,900,000 6,500,347 10,593,717

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △760 760 －

剰 余 金 の 配 当 △453,632 △453,632

当 期 純 利 益 544,977 544,977
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － － △760 － 92,105 91,344

2020年３月31日 残高 3,352,250 2,868,896 1,515,683 4,384,580 169,115 23,494 3,900,000 6,592,452 10,685,062

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

自 己 株 式 株主資本合計 その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2019年４月１日 残高 △118,427 18,212,120 706,907 706,907 18,919,027

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰 余 金 の 配 当 △453,632 △453,632

当 期 純 利 益 544,977 544,977
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額) △367,390 △367,390 △367,390

事業年度中の変動額合計 － 91,344 △367,390 △367,390 △276,045

2020年３月31日 残高 △118,427 18,303,465 339,517 339,517 18,642,982
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月13日
ジオスター株式会社

取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 新 村 久 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 谷 文 隆 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジオスター株式会社の2019年４月１日から2020
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、ジオスター株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年５月13日
ジオスター株式会社

取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 新 村 久 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大 谷 文 隆 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジオスター株式会社の2019年４月１日か
ら2020年３月31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告
監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年４月１日から2020年３月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報
告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の
使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を
実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び
財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通
及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会
社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イに定める留意した事項及び同号ロに定め
る判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討
を加えました。
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、
会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って
整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めま
す。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められませ
ん。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システ
ムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められませ
ん。
④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さな
いように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及び
その理由について、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年５月13日
ジオスター株式会社 監査役会
常勤監査役 橋 本 昌 樹 ㊞
監 査 役 赤 尾 賢 明 ㊞
社外監査役 川野輪 政 浩 ㊞
社外監査役 石 川 敦 ㊞

以 上
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株主総会参考書類
第１号議案 剰余金処分の件

当社グループは適正な利潤の確保に努め、健全な発展と永続性を目指し、収益状況に対応した安定適正な配
当維持に努力することを基本方針としております。また内部留保を充実し、企業体質の強化と将来の事業展開
に備えたいと考えております。
かかる方針を踏まえまして、当期の剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は156,424,835円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月26日といたしたいと存じます。

第２号議案 取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役９名の選
任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

１ 端
は
　山
やま
　真
しん
　吾

ご

（1958年８月22日生）

1982年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2006年４月 同社大分製鐵所生産管理部部長
2009年４月 同社上海事務所長
2012年10月 住友金属工業株式会社との経営統合により新日鐵住金株式会社とな

る
同社物流部長

2015年４月 同社参与物流部長
2017年４月 当社常任顧問
2017年６月 当社代表取締役社長

（現任）

9,900株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

２ 藤
ふじ
　原
わら
　知
とも
　貴
たか

（1958年９月29日生）

1983年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2009年11月 同社建材事業部建材営業部部長
2012年４月 当社執行役員経営管理部長兼総務チームリーダー兼内部監査室長
2013年４月 当社執行役員経営管理部長兼内部監査室長兼海外事業企画室管掌
2013年６月 当社取締役執行役員経営管理部長兼内部監査室長兼海外事業企画室

管掌
2014年６月 当社取締役執行役員経営管理部長兼海外事業企画室管掌
2015年４月 当社取締役常務執行役員経営管理部長兼海外事業企画室管掌
2016年４月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長
2019年10月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長同本部経営企画チームリー

ダー事務取扱
2020年４月 当社取締役常務執行役員経営管理本部長同本部経営企画チームリー

ダー事務取扱同本部総務チームリーダー事務取扱
（現任）

5,500株

３ 藤
ふじ
　野

の
　 豊

ゆたか

（1955年10月１日生）

1979年４月 当社入社
2005年７月 当社セグメント事業部セグメント営業部部長
2010年４月 当社土木・セグメント事業部技術チームリーダー
2012年４月 当社執行役員土木・セグメント事業部技術チームリーダー
2014年４月 当社執行役員土木・セグメント営業副部長
2016年４月 当社常務執行役員技術統括副本部長
2017年６月 当社取締役常務執行役員技術統括副本部長
2019年４月 当社取締役常務執行役員技術統括本部長

（現任）

5,200株

４ 河
こう
　野

の
　 定

さだむ

（1956年１月27日生）

1979年４月 当社入社
2004年６月 当社土木事業部土木営業部長
2009年４月 当社中部事業部名古屋支店長
2013年４月 当社執行役員中部事業部名古屋支店長
2016年４月 当社執行役員九州事業部長同事業部九州支店長事務取扱
2018年４月 当社常務執行役員営業統括副本部長
2019年４月 当社常務執行役員営業統括本部長同本部本社営業チームリーダー事

務取扱
2019年６月 当社取締役常務執行役員営業統括本部長同本部本社営業チームリー

ダー事務取扱
2019年10月 当社取締役常務執行役員営業統括本部長

（現任）

11,600株

５ 森
もり
　石
いし
　信
しん
　也

や

（1957年12月30日生）

1980年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2004年11月 同社中国支店建材グループリーダー
2012年10月 新日鐵住金株式会社中国支店建材室長
2013年１月 当社関西事業部大阪支店部長
2014年４月 当社関西事業部大阪支店長
2016年４月 当社執行役員関西事業部大阪支店長
2017年４月 当社執行役員関西事業部長同事業部大阪支店長事務取扱
2019年４月 当社執行役員営業統括副本部長（支店統括）
2019年６月 当社取締役執行役員営業統括副本部長（支店統括）

（現任）

4,100株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

６ 真
ま
　辺
なべ
　純
すみ
　裕
ひろ

（1958年8月30日生）

1983年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2006年11月 同社業務プロセス改革推進部部長
2014年９月 新日鉄住金ソリューションズ株式会社（現日鉄ソリューションズ株

式会社）技術本部システム研究開発センター専門部長
2017年４月 当社執行役員経営管理本部情報通信システムチームリーダー
2019年４月 当社執行役員経営管理副本部長同本部情報通信システムチームリー

ダー事務取扱
2019年６月 当社取締役執行役員経営管理副本部長同本部情報通信システムチー

ムリーダー事務取扱
（現任）

1,100株

７ 堀
ほっ
　田

た
　 穣

ゆたか

（1966年５月19日生）

1990年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2011年４月 同社薄板事業部薄板営業部建材薄板グループリーダー
2012年10月 住友金属工業株式会社との経営統合により新日鐵住金株式会社となる

同社薄板事業部薄板営業部建材薄板室長
2016年４月 同社広畑製鐵所工程業務部長
2018年４月 同社建材事業部建材営業部長（現任）
2018年６月 当社取締役

（現任）

（重要な兼職の状況）
日本製鉄株式会社建材事業部建材営業部長

－ 株

８ 土
と
　岐

き
　敦
あつ
　司

し

（1955年５月19日生）

1983年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会）（現任）
1989年４月 奥平・土岐法律事務所パートナー
1997年４月 明哲綜合法律事務所代表
2001年12月 株式会社丸山製作所社外監査役
2008年３月 成和明哲法律事務所パートナー
2015年12月 株式会社丸山製作所社外取締役監査等委員（現任）
2016年６月 味の素株式会社社外監査役（現任）
2016年６月 当社取締役（現任）
2018年９月 明哲綜合法律事務所代表

（現任）

（重要な兼職の状況）
株式会社丸山製作所社外取締役監査等委員
味の素株式会社社外監査役

－ 株
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ・ 担 当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

９ 高
たか
　木

ぎ
　一
かず
　美

み

（1952年10月９日生）

1975年10月 新和海運株式会社（現ＮＳユナイテッド海運株式会社）入社
2001年７月 同社不定期船グループリーダー
2007年６月 同社執行役員
2009年６月 同社常務執行役員
2010年10月 日鉄海運株式会社との経営統合によりＮＳユナイテッド海運株式会

社となる
同社常務執行役員

2011年６月 同社取締役常務執行役員
2015年６月 ＮＳユナイテッド内航海運株式会社代表取締役社長
2017年６月 同社取締役相談役
2018年６月 同社顧問
2018年６月 当社取締役

（現任）
2019年６月 ＮＳユナイテッド内航海運株式会社顧問退任

－ 株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．土岐敦司及び高木一美の両氏は、社外取締役候補者であります。両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役

員の候補者であります。
３．候補者の堀田穣氏は、現在親会社である日本製鉄株式会社の業務執行者であります。なお、日本製鉄株式会社における地

位及び担当につきましては、「略歴、当社における地位・担当及び重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
４．当社と堀田穣氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお

り、当該契約に基づく賠償責任額は法令の定める額としております。本定時株主総会において同氏が再選され再任した場
合は、同規約を継続する予定であります。

５．候補者土岐敦司氏は、当社の特定関係事業者である日鉄テックスエンジ株式会社の社外監査役であります。
６．土岐敦司氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、法令を含む企業社会全体を踏ま

えた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を行うのに適任であることから、取締役会の透明性の向上及び監督機能の
強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役または社外
監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を
適切に遂行いただけるものと判断しております。

７．土岐敦司氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもっ
て４年となります。

８．当社と土岐敦司氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく賠償責任額は法令の定める額としております。本定時株主総会において同氏が再選され再任した
場合は、同契約を継続する予定であります。

９．候補者高木一美氏は、過去５年間に当社の特定関係事業者であるＮＳユナイテッド海運株式会社の取締役でありました。
10．高木一美氏を社外取締役候補者とした理由は、ＮＳユナイテッド内航海運株式会社の代表取締役社長を務められるなど、

経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強
化できると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

11．高木一美氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもっ
て２年となります。

12．当社と高木一美氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく賠償責任額は法令の定める額としております。本定時株主総会において同氏が再選され再任した
場合は、同契約を継続する予定であります。
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第３号議案 監査役２名選任の件
監査役石川敦氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、監査役橋本昌樹、赤尾賢
明の両氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、改めて監査役２名の選任をお願いするも
のであります。
なお、監査役候補者の古橋義孝氏は、退任監査役橋本昌樹氏の補欠として選任をお願いするものであり、そ
の任期は当社定款の定めにより、前任者の任期の残存期間となります。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴、 当 社 に お け る 地 位
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
の 株 式 数

1 古
ふる
　橋
はし
　義
よし
　孝
たか

（1958年9月23日生）

1981年４月 新日本製鐵株式會社（現日本製鉄株式会社）入社
2006年２月 同社人事・労政部部長 中京製線株式会社出向
2012年10月 新日鐵住金株式会社人事労政部上席主幹

日鉄住金鋼線株式会社出向
2014年４月 当社執行役員経営管理部経理チームリーダー
2016年４月 当社執行役員経営管理本部経理チームリーダー
2016年６月 当社執行役員経営管理副本部長兼同本部経理チームリーダー事務

取扱
2017年４月 当社常務執行役員経営管理副本部長兼同本部経理チームリーダー

事務取扱
2017年10月 当社常務執行役員経営管理副本部長兼同本部経理チームリーダー

事務取扱兼君津事業部長
(現任)

　1,100株

2 石
いし
　川
かわ
　 敦

あつし

（1957年7月15日生）

1980年４月 安田信託銀行株式会社（現みずほ信託銀行株式会社）入行
2002年12月 同行本店プライベートバンキング営業部部長
2007年10月 同行監査役室室長
2011年11月 みずほトラストオペレーションズ株式会社入社

日本株主データサービス株式会社出向
同社執行役員株主サービス２部長

2016年５月 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社顧問(現任)
2016年６月 当社監査役

(現任)

－ 株

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．石川敦氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者でありま

す。
３．石川敦氏を社外監査役候補者とした理由は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する知見を有し、当社の

監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
４．石川敦氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結をもって４

年となります。
５．古橋義孝氏の監査役選任が承認可決された場合は、当社は古橋義孝氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める
額といたします。

６．当社と石川敦氏は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結してお
り、当該契約に基づく賠償責任額は法令の定める額としております。本定時株主総会において同氏が再選され再任した場
合は、同契約を継続する予定であります。
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第４号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査役を辞任されます橋本昌樹氏に対し、その在任中の労に報いるた
め、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。なお、その具体的な金
額、贈呈の時期及び方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。
退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

橋
はし
　本
もと
　昌
まさ
　樹

き
2016年６月 当社常勤監査役 現在に至る

以 上
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ジオスター株式会社 定時株主総会会場ご案内図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

2020年６月25日（木曜日）
午前10時（受付時間：午前９時）

日 時

〒112-0002
東京都文京区小石川一丁目28番１号

小石川桜ビル
６階 本社会議室
TEL： (03) 5844-1200 （代表） 

会 場

ジオスター株式会社
東京都文京区小石川一丁目28番１号
https://www.geostr.co.jp/

都営地下鉄 三田線、大江戸線
「春日駅」
Ａ５、Ａ６出口より徒歩６分

東京メトロ 南北線
「後楽園駅」
８番出口より徒歩11分

東京メトロ 丸ノ内線
「後楽園駅」
４番出口より徒歩13分
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